
第１回栃木県指定廃棄物処分等有識者会議 議事録 

 

日時  ８月２０日（水） １０:００～１１:４０ 

場所  栃木県公館 大会議室 

出席者 

・委  員 ： １０名中９名出席 ※中村委員が欠席 

・環境省 ： 鎌形廃棄物・リサイクル対策部長、室石放射性物質汚染廃棄物対策本部長、

鮎川計画官（以上説明者） 外 

・栃木県 ： 福田知事、鈴木副知事、馬場副知事、櫻井環境森林部長 外  

 

 

１ あいさつ 【知事】 

現在、本県の指定廃棄物は県内各地約１７０箇所に分散して保管されております。しか

しながら、先日、８月１０日ですけれども、壬生町、鹿沼市及び栃木市で発生しましたよう

に、竜巻などのこれまでなかったような自然災害が頻発している状況、すなわち、昨年も鹿

沼から塩谷にかけて、一昨年は芳賀郡内において、同様に竜巻が３年連続で発生している

という状況でございます。これまでなかったような災害が頻発しているわけですけれども、保

管の長期化による農家や事業者の方々の精神的な重圧を考えますと、１日も早く安全な処

分場を設置し、適正かつ安全に処理をすることが必要であると痛感をしております。 

皆様も御存知のとおり、７月３０日に、本県の指定廃棄物処分場の詳細調査候補地とし

て、国から塩谷町寺島入の国有地が提示されました。塩谷町民の皆様におかれましては、

様々な疑問、そして不安、さらには不満をお持ちのことと存じます。 

県といたしましては、国の選定経過が市町村長会議で定められた手法に則って適切に行

われたか、専門的な見地から検証が必要であると考え、また、地元の皆様、あるいは県民

の皆様からの疑問等について、専門的見地から助言をいただきたいと考え、この会議を設

置したところであります。 

指定廃棄物の処理は、県民全体で解決すべき重要な課題であります。各委員の皆様に

は、大変重要な役割を担っていただくことになりますが、県としては、しっかりと検証を進めて

参りたいと考えておりますので、御理解と御協力をお願いいたしまして、開催に当たっての御

挨拶といたします。 

 

２ 議事 

（１）開催趣旨、運営方法等の説明 

（別紙のとおり） 

（２）座長等の選出 

座長には、委員の互選により、鈴木委員が選出された。 

また、座長代行には、鈴木座長により、夏秋委員が指名された。 

（３）国による指定廃棄物処分場詳細調査候補地の選定経過について 

（別紙のとおり） 



＜別紙＞ 

２ 議事 

（１）開催趣旨、運営方法等の説明 

【県】 

・  それでは、栃木県指定廃棄物処分等有識者会議・設置要綱を御覧いただきたいと思い

ます。 

この有識者会議、要綱の１条にありますとおり、国による指定廃棄物処分場の設置に関し

まして、県として、候補地選定経過の検証や地元からの疑問の解消を図るに当たりまして、

専門的な見地から助言等を求めるために設置したものでございます。 

具体的な所掌事項については、第２条のとおり、ひとつが「国による候補地選定の経過、

詳細調査結果、施設や処理方法の安全性等に対する検証に関すること」というのが第１点

でございます。 

第２点として「健康や農作物等への影響、地元からの不安、提案、疑問等に対する助言

に関すること」というようなこととしております。 

運営方法等でございますが、運営、事務局等については、第４条以下のとおりでございま

す。 

なお、この会議の公開・非公開についてでございますが、事務局におきまして、あらかじめ

各委員にお諮りしまして、「すべて公開で行うこと」ということで、すべての委員の了解を得て

おりますことを御報告いたします。 

裏面に委員名簿がございます。構成委員はただいま紹介にありましたとおり、放射線や化

学、地盤、建築などの専門家１０名の方々でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（３） 国による指定廃棄物処分場詳細調査候補地の選定経過について 

【環境省説明】 

・  冒頭、知事の方から御紹介がございましたけれども、去る７月３０日に栃木県の指定廃棄

物処分場の候補地選定手法に基づいて、詳細調査の候補地というものの選定結果を公表

させていただきまして、翌日の７月３１日には市町村長会議でその中身を説明させていただ

きました。今日お配りしています資料１-１、資料１-２、それから資料２につきましてはその市

町村長会議で御説明させていただきました資料でございまして、これに基づきまして内容を

御説明させていただきます。 

まず選定手法の結果ということでございますが、資料１-１、横向きのパワーポイントのもの

でございますが、１ページをお開きいただけますでしょうか。ページでは２ページ、３ページと

いうことでございます。これはこれまでの経過で、今どういう経緯になっているのかをお示しし

ているものでございます。それで２ページでございますけれども、左側に「有識者会議」とござ

いますが、これは国の方で専門家にお集まりいただいて、この最終処分場の安全性というも

のをどのように確保していくのか、あるいは選定手順、候補地をどうやって選定するか、この

指定廃棄物の処分場について建設を考えているのは５県でございますが、その５県に共通

に考えられる手順はどのようなものなのかということについての議論を左側の国の方の有識

者会議で御議論いただいてきているという経過が示されてございます。そして右側には栃木



県市町村長会議における栃木県の中での御検討、これは私どもの方から様々な御説明を

しながら御議論いただいた経過でございます。この右側については各県それぞれ市町村長

会議が行われたと、こういうように御理解いただければと思います。 

そしてここにおきましては、昨年の４月に第１回目の市町村長会議を始めてからですね、

選定手順についての御議論をいただきまして、第４回目の市町村長会議が昨年１２月でご

ざいます。ここで私どもから御説明し、さらに御議論いただいた中身を踏まえたものについ

て、選定手法を確定させていただいたということでございます。この選定手法に基づいて、選

定をしているということでございます。 

３ページ目はですね、今、２番目の四角に詳細調査を行う候補地ということで１箇所絞り

込んだというのが今の状況ということでございます。今後はその１箇所につきまして詳細調査

を行っていって、ここにもございますが安全性の評価等を行いまして、最終的に候補地の提

示というところにいきたいと考えていると、こういう手順でございます。繰り返しになりますが、

真ん中の緑色の四角の部分、これが今の状況でございます。 

そして４ページ以下の概略があるのですが、少し詳細に御説明させていただく上でです

ね、資料１-２、いわゆる詳細版の方を御覧いただければと思います。 

詳細版の方は資料１-２ですけれども、これは選定手順の前に、処分場の必要性なり安

全性についての記述が１ページ目にございます。いわゆる指定廃棄物につきましては御承

知のとおり３.１１の東日本大震災に伴う原発事故で放出された放射性物質による汚染とい

うことに伴う廃棄物でございますけれども、これは一定濃度以上は国が処理を行うということ

が法律に定められているところでございます。栃木県内におきましては農業系副産物などを

保管いただいているところでございます。この一時保管、先ほどの知事の御挨拶からも一時

保管について非常にひっ迫していると御説明がございました。こういうところで早期に処理し

ていくことで、国が栃木県内に最終処分場を１箇所設置して処理を行うと、こういう方針でご

ざいます。それぞれの県の指定廃棄物についてはそれぞれの県で処理をするということが、

法律に基づく国の基本方針で統一的に定めたことでございますので、それに従って栃木県

内のものを栃木県内で処理いただくと、こういうことで考えているところでございます。というこ

とで、他の県からこちらに持ち込んだり、ということを想定しているものではまったくございませ

んで、県内のものを県内で処理するということでございます。それで最終処分場を設置いた

しましたら、長期にわたって国が責任をもって維持管理していく、こういう考え方でございま

す。 

２番目でございますが、最終処分場の安全性についてでございます。様々な安全性に対

する御不安・御懸念があると思います。ここでは二重のコンクリートで囲んだ遮蔽型の構造と

いうことがポイントでございます。二重のコンクリートで囲んだ遮断型の構造にするということ、

また、その後の点検・診断のための管理点検廊を設けて水の侵入などを防止していくという

ことも考えているところでございます。２番目のパラグラフにありますとおり、埋立期間中には

屋根を設置して雨水の浸入を防ぐとか、土壌で充填しながら埋立てていくということを実施し

ます。埋立終了後はモニタリングの期間に入るということでございますけれども、処分場の上

部をコンクリートでしっかりと覆うということでやはり水の浸入を防止していくということ、あるい

はコンクリートのひび割れ点検をしっかり行っていくということ、それから数十年後にはいわゆ

る第二監視期間に移行するわけでございますけれども、管理点検廊というコンクリートの一



重目と二重目の間でございますが、ここにいわゆるベントナイト混合土を充填し、セシウムを

吸着させ万が一漏れてもここで止まるようにということでございますけれども、そういったこと

で放射性物質の漏出を防止して長期にわたりモニタリングをしていくと、こういうようなことを

基本にやっていくということでございます。 

その他、その下にございますように、空間線量の測定や地下水の測定も継続して行なっ

ていくと、あるいは仮設の焼却場も予定させていただいておりますけれども、バグフィルター

などの措置により、外に漏れないような対応を取っているというようなことが、考えていること

でございます。それが１ページ目でございます。 

それから２ページ目に参りまして、いわゆる空間線量率の追加被ばくについての管理目標

でございますけれども、埋立期間中は年間１ミリシーベルトを超えないようにし、埋立後は年

間０.０１ミリシーベルトを超えないようにすると、こういうようなことで管理して参ります。以上が

安全性の確保に関する私どもの考え方でございます。 

３．以下が最終処分場候補地の選定手順ということでございました。繰り返しになります

が、４回にわたる市町村長会議におきまして、私どもの方から案を説明させていただいて、

御意見を賜ってまとめてきたと、こういうものでございます。 

まず１つは、安全等の確保に関する事項、３．１ということになっていますけれども、地滑

り、地震、洪水、津波等の生じうる地域を避けて、こういったものを除外していくという考え方

でございます。 

それからもう１つが２番目のパラグラフですが、特に貴重な自然環境の保全や史跡・名

勝・天然記念物の保護に影響を及ぼすところも除外していくと。まず安全上問題があるとこ

ろとか、大事なところは除外すると、こういう考え方でございます。 

その次に３．２地域特性として配慮すべき事項ということでございます。これはちょっと後で

御説明いたしますけれども、各県それぞれの事情があるということで、各県の御事情を反映

したものとなっております。その上で土地を選んでいくということでございますけれども、除外

すべき土地を除いた後に基本的に国有地ということを考えておりましたが、市町村長会議の

議論により県有地も含めて必要面積を確保できるものを選んでいくと、こういうスクリーニング

をかけてまいります。それが３ページ目になりますけれども、処分場として必要な面積を十分

に確保できるなだらかな土地、そういう国有地ないし県有地の土地を抽出していくということ

をやっていきます。 

そして抽出されたものから３．４でございますけれども、関係者の安心・理解が得られるよ

うな観点からですね、生活空間との近接状況、あるいは水源との近接状況、あるいは自然

度、指定廃棄物の保管状況から見て、さらに候補地としてより良いものを絞り込んでいくと。

まず１箇所絞り込んでいくということで、この絞込みが終わったところが今の提示でございま

す。 

このあとに３．５でございますが、詳細調査をさらに実施するということでございます。いわ

ゆる現地でのボーリング調査、地質、地下水等の詳細な調査ということでございます。さらに

はこの他にも、これまでの今申し上げてきた選定過程では既存の全国的なデータから抽出

しておりますので、その詳細調査候補地に特有の文献等もさらに集めて調査するというよう

なことも含めて詳細調査を実施するということでございます。そこで安全面に支障がないかど

うか、あるいは施工が可能であろうかということを調査いたしまして、さらに下から２行目です



が、有識者等によって調査結果を評価した上で、ということでございます。ここは、私どもの

方としては先ほど国の方でも専門家の会議を設けていると申しましたが、その詳細調査の結

果を評価いただいてですね、それが適切かどうか最終的に決定すると、こういう流れになっ

ているということでございます。これが全体の流れです。それで４ページ以下それぞれの流

れについての具体的な中身ということになります。 

まず４．安全等の確保に関する事項でございます。これは先ほど申しましたように自然災

害を考慮して避けるべき地域、あるいは環境あるいは史跡・名勝等ですね、避けるべき地

域と、いうような点でございます。広範にわたりますが、全体を把握できるものとして自然災

害のものとして５ページ目に表があります。ここに評価項目で左側、１）から地すべり、斜面崩

壊、土石流、洪水、雪崩、地震、津波、火山噴火、陥没とこういう項目となっております。全

体的に絞り込んでいくまず始めの過程でございます。一番右側にどういう知見を用いたかを

表に書いてございます。いわゆる全国的にあるようなデータでございます。地すべりでありま

すと地すべり危険箇所に該当するエリアを国土交通省の国土数値情報から抽出しますと

か、あるいは地すべり地形箇所ということで防災科学技術研究所の地すべり地形分布図デ

ータベースというところ、これ既存のデータベースをそれぞれ見て、除外すべきポイントを選

んでいくという作業をしました。繰り返しになってきますが、斜面崩壊であれば砂防指定地と

いうものを除外するとか、急傾斜地崩壊危険箇所、深層崩壊渓流区域、あるいは勾配３０

度以上の傾斜地、これを既存のデータで除外するような作業でございます。あと土石流・洪

水以下このような形で既存のデータで除いていくということを行いました。以上が安全上の問

題で除外すべきところを除くということでございます。イメージとしては１０ページをお開きいた

だけますでしょうか。色塗りのものがございまして、栃木県全域の絵でございます。凡例のとこ

ろにですね、例えば黄色で「地すべり危険箇所」とか、その下「地すべり地形箇所」とかそれ

ぞれ先ほどの項目に対応した凡例がございます。こういった地域をプロットないし面的なもの

は面で色を塗っております。こういったものを除いていくということで、色が塗られているところ

は除外しますと、こういう発想でございます。逆に言うと白いところに必要な面積を確保でき

る国有地ないし県有地が確保できるかという手順で進めていくということでございます。 

先ほど自然災害のところだけ御説明しましたので、ちょっと戻りまして、次に自然環境とい

うことでございます。８ページに同じような表がございます。飛ばした文章のところはどういうデ

ータを使って何を抜くということを詳細に記述したところでございます。表に要約されていると

理解していただければと思います。８ページの表の４．２でございます。自然環境の保全とい

うことと鳥獣等動植物の保護、国有林の保全、こういった観点がございます。自然環境につ

きましては、いわゆる自然公園の特別地域に該当するエリア、また国立公園・国定公園につ

きましては普通地域も含めてですね、除外というような考え方でございます。原生自然環境

保全地域とか自然環境保全地域特別地区とか既にこうしてエリアとして指定されているとこ

ろを除外していく、鳥獣保護に関しても似たような形で、鳥獣保護区特別保護地区等を除

外していくということ、国有林については保護林として指定されているものとか林野庁におき

まして緑の回廊としての指定、あるいはレクリエーションの森としての指定、そういったエリアと

いうものを除いていくということで自然環境の保全ないし利用上避けるべき地域を除外すると

いうことでございます。これも先ほどの絵に落としておりますように、エリアで除外地域を決め

ているというところでございます。 



それからもう１点でございますが、９ページ目、表４．３でございます。史跡・名勝・天然記

念物等の保護地域に関する評価項目ということでございますが、ここでは史跡・名勝・天然

記念物の所在地を文化財等データベース、これは文科省で作成してございますが、これに

基づいてそのポイントを除いていくという作業をまず行ったということでございます。それが１０

ページ目、先ほど御覧いただきましたが、自然災害を考慮したもの、それから自然環境等を

考慮したもの、史跡・名勝・天然記念物を考慮したもの、右下にすべて凡例がございますけ

れども、それぞれのエリアないしポイントを取り除いていくということでございます。 

この先でございますけれども、地域特性として何を考慮するかということを議論いたしまし

た。１１ページ目でございます。ここでは市町村長会議等での議論を踏まえまして、県有地

も対象にするということについて、他の県と、他の県でも県有地を対象にしているところはあり

ますけれども、我々としましてはまず国有地ということを考えまして、県有地も含めて考えて

いこうというのがまず地域特性としての合意でございます。 

もうひとつは指定廃棄物の保管状況ということでございます。指定廃棄物の保管状況をど

のように評価するかということでございますけれども、ここでは最終的な評価の際に廃棄物の

保管状況の評価を１/２にしようということにしてございます。これは市町村長会議におきまし

てそれぞれ指定廃棄物の保管量を考慮すべしというような御意見、あるいはある程度考慮

すべしという御意見、あるいはまったく考慮しない方がよいという御意見、それぞれございま

した。そういったものを総合的に勘案いたしましてですね、１/２ということで設定させていただ

いているところでございます。 

次に、先ほど除外地域を除外した土地のところから、必要面積を確保できる国有地・県

有地を選んでいく、こういうことを申しました。そこで１２ページ、１３ページで必要面積というも

のをどういうように考えているかということでございます。まず６.１に、基本的な考え方というこ

とでございます。①は県有地も候補地の対象に含めるという点、必要面積を十分に確保で

きるなだらかな地形として平均的な傾斜が１５パーセント、約９度以下の土地を抽出すると

いう考え方、これが②でございます。抽出の作業に当たりましては空中写真や現地確認で

土地の確認を行うということでやってございます。 

まず必要な面積というものをどうやって算出するかという点でございますが、まずはどれだ

けの量を処分すべきかということで、今１２,１５０トンというものを考えてございます。この表に

ございますように一般廃棄物焼却灰、農林業系副産物、下水汚泥、浄水発生土、このよう

なものが今保管されている量というものがこの表６.１の左から２番目の数字で挙げてございま

す。これが１３,７５７トンということで、栃木県の指定廃棄物、約１４,０００トンといわれているの

はこの数字でございます。さらに発生する分というのが例えば一般廃棄物焼却灰で見込ま

れると、逆に農業系の副産物は左側の数字は今保管している数字です。例えば稲わらはそ

のまま保管している、フレコンバックに入ってるものもあるかもしれませんが、これを焼却し

て、グッと減ります。そういったもので、ここでいう数字が減っています。そういった増えたり減

ったりするというものを考慮いたしましてですね、計画的な処分量としては１２,１５０トン、こう

いったものを想定しているということでございます。これを施設上どういうように確保するかと

いうのは１３ページでございます。ここにございますように、埋立地は下に６つ箱がございまし

て、さらになかに格子のように区切ってございますが、ここが先ほど申しましたコンクリートで二

重に囲った構造にする最終的な埋立地ということでございます。それから仮設焼却炉という



ものを確保すること。それからその焼却対象物を仮置きするスペースがございます。それか

ら搬入路とか道路の面積も必要でございますでしょうし、管理棟などの管理設備さらには防

災調整池についても必要であると、こういったことを全体的に見ましてですね、面積を抽出

するようなことをしているということでございます。その面積が２.８ヘクタール、２.８という数字

は１２ページの真ん中の表のすぐ上に書いてございます。必要面積約２.８ヘクタールというも

のを想定してございます。ということで、繰り返しになりますが、先ほどの除外地域を除いて残

った地域から国有地・県有地でなだらかな地形で２.８ヘクタールを確保できる、こういったも

のを選んできたということでございます。 

１４ページ目をお開きください。１４ページ目は先ほどの除外を考慮しないで利用可能な

国有地・県有地ということで、緑色に塗ったのが利用可能な国有地、あるいは青で塗ったの

が利用可能な県有地ということでございます。これが全体でございまして、次のページ、１５

ページ、先ほどの安全確保などでですね、除外すべき地域というものを重ね合わせまして、

残った国有地・県有地がここにプロットされております。１３市町に分布しているということでご

ざいます。この中で、さらに必要な面積が確保できるのかどうかということを調べていくという

ことでございます。 

それで１６ページ目でございますけれども、必要面積が確保できる土地かどうかにつきまし

ては、地形の傾斜について既存のデータを使って調べて行くということでございます。高度等

のデータも公表されたものがございますので、そういったものを使って傾斜等についても計算

して土地の抽出を行ったということでございます。さらに、現地を見て確かになだらかなのか

どうかというようなところも確認したというところでございます。こういった結果このスクリーニン

グで抽出されたものが１７ページにございます５箇所でございます。塩谷町と矢板市の５箇

所が今のスクリーニングによって残ったというようなことでございます。除外すべき地域を除

外して、かつ必要な面積が確保できる国有地ないし県有地ということでございます。そのリス

トが１８ページにございます。候補地が１，２，３，４，５とございます。矢板市の長井、矢板市

の大石久保、それから塩谷町の釈迦ヶ岳、塩谷町上寺島、塩谷町寺島入ということでござ

いまして、県有地・国有地の種別はその右側に書いてあるとおり、面積についてはすべて２.

８ヘクタール以上ということで、この５箇所というところがまず絞り込まれたということでござい

ます。 

その上に、１９ページ目でございます。さらに安心等の地域の理解が得られやすい土地と

いうことで、先ほど生活空間との近接状況、水源との近接状況、自然度、それから指定廃

棄物の保管状況ということでございます。この１９ページの絵にありますとおり、生活空間との

近接状況につきましては住居のある集落との距離を見ようと。それから水源との近接状況に

ついては水利点、水を取水するところですね、水道なり農業用水につきまして水を取水する

水利点との距離を見ると、それから自然度につきましてはこれは環境省の方で調査しており

ますが、植生自然度ということで１０段階の評価をしております。これを考慮すると。それから

指定廃棄物の保管状況は保管量ということで、８,０００ベクレル超の、ほとんどが指定されて

おりますが、今後指定が見込まれる未指定のものも含めて把握できているものを評価の対

象にすると、こういうことでございます。 

それでその評価の仕方でございますけれども、２１ページ①生活空間との近接状況という

ところでございます。まず５００m というものを目安といたしまして、５００m 以下の場合には点



数を１としまして、５００m 超、１,０００以下の場合には点数２と、こういうように増えて点数１，

２，３，４，５とございます。これ点の大きいほうが生活空間からの距離が離れているというこ

とになりますので、処分場の詳細調査候補地として選ぶというところでは点の大きい方がそこ

に選ばれやすくなるというような構造になってございます。水源との近接状況、これについて

も同様でございますが、水源、取水点からですね、の距離で５００m 以下、５００m 超１,０００

ｍ以下、４,０００m 超まで区分いたしましてこの点数を１，２，３，４，５ということで水源からの

距離が近いほうが点数が小さくて、水源からの距離が遠い方が点数が大きくて選ばれやすく

なると、こういうような評価でございます。 

次に２２ページでございます。植生自然度でございます。すみません、植生自然度につき

ましてイメージを掴んでいただくために、申し訳ございません、資料あちこちで申し訳ございま

せんが、資料１-１、１１ページをお開きいただけますでしょうか。植生自然度のイメージを示

してございます。これは環境省の方で調査を行って、実際の形状を見ながら調査を行いまし

て、区分しているわけでございますけれども、一番右側下の段が植生自然度１ということで、

まさに都市そのものでございます。一番自然度が低いものでございますね。それから１，２，

３，４，５，６といって、例えば６とか人工林とがございますけれども、だんだん自然林に近くな

っていて、植生自然度１０というのは全く自然の状態、こういうようなことで区分しているという

ことでございます。 

それでまた資料１-２、２２ページにお戻りいただきたいのですが、その植生自然度に関し

まして、点数付けをおこなったというところでございます。ということでこの右側にございますよ

うに、自然度が高いほど点数が低い点数、植生自然度が低いものは点数が高くなっている

ということで、自然度が低い方が選ばれやすくなるような評価ということです。それから指定

廃棄物の保管状況でございます。保管状況につきましてはですね、点数のところ見ていただ

くと０.５，１，１.５，２，２.５ということになってございます。これは重み付けを１/２にしていること

の現われでございます。これにつきましてはここにありますとおり、保管量の桁数に応じて点

数を削るというようなことをして、かつ重み付けをしてこのような形にして、保管量が少ないほ

ど選ばれにくい・点数が小さい、保管量が多いほど選ばれやすい・点数が大きい、こういうこ

とでございます。 

それから指定廃棄物の保管につきましては、広域的な上下水道やごみ処理につきまして

１つの市・町ではなくその他の市･町のごみの処理、あるいは下水の処理もしているとそこに

指定廃棄物が集中してしまうということもございますので、下水が発生した量も勘案して割り

振るというようなことも行っているということを付け加えます。 

それで総合評価結果が２３ページでございますけれども、先ほどの候補地１から候補地５

までありまして、生活空間の近接状況、水源との近接状況、自然度、指定廃棄物の保管状

況につきましてそれぞれ具体的な点数を入れてございます。例えば一番上の矢板市長井

でございますと、生活空間との近接状況では５００m 以下なので点数一番低い１となります。

水源との近接状況では５００m超１,０００m以下の区分と、自然度では植生自然度６というこ

とで３点、それから指定廃棄物の保管状況では３桁ということで２点ということで点数８という

ことになっております。以下同じようなことで点数付けをいたしました。一番下の塩谷町寺島

入の国有地でございますけれども、こちらにありますとおり生活空間との近接状況は１,０００m

超２,０００m以下で水源との近接状況は２,０００m超４,０００m以下でさらに自然度にいたしま



してはこれはすべてのところ同じでございますが植生自然度６でございますので点としては３

点と、こういうことで合計で１１.５点ということで一番大きな点があるということでございまして、

この過程を経てですね、５番の寺島入の国有地を詳細調査の候補地として選定させていた

だいたということでございます。２４ページと２５ページがその具体的な場所で、赤で斜線を引

いておりますのが位置ということでございます。 

以上がこれまでの経過でございますけれども、さらに詳細調査で何をするかということで、

これを簡単に御説明させていただきたいと思いますけれども、地質・地盤については実際に

どうであるかということを調べていません。地滑りが起きるかとかですね、既存のデータでなく

この場で実際に調べる必要がございます。ということで、地質の構成・構造とか地質毎の土

砂・岩盤区分、地下水の通りやすさとか地下水が実際にどう動いているかこれについて実際

にボーリング調査をしたり、弾性波探査とかあるいは標準貫入試験、透水試験などを行って

調べていきたいと。さらに文献調査ということにつきましては候補地周辺の地形図、これは実

際にはまだ手に入れて見ているという状況ではございません。全国的なもので見たわけです

から、詳細なものを入手して候補地周辺のさらなる情報を入手するということもやりたいと思

っているところでございます。それからさらに候補地へのアクセス性、車両が既存道路からど

のようにアクセスできるか、アクセスが可能かどうかということについての調査、あるいは土地

の権利関係についての調査もさらに行っていく必要があるということでございます。 

その他、２７ページには、通常の廃棄物処理施設の際には生活環境影響調査というもの

をやってございます。これにつきましても同様のものを行い、さらに動植物調査で周辺の動

植物の状況を調べるというような作業を行っていきたいということでございます。 

２９ページ以下の参考資料でございますけれども、２９ページは指定廃棄物の保管量につ

きまして、各市町村毎に表の形にしたものでございます。右下に１３,７５７トンという数字がご

ざいますがこれが全体の数字でございます。 

それから別添２は必要面積を出す上で必要な処分量などの算定を詳しく説明させていた

だいたものでございます。ここでは説明を省略させていただきます。 

３２，３３ページは大体が重複しておりますけれども、必要な面積をどのように考えるか、と

いうことでございます。これが今までの作業について説明したものでございます。 

それからもう１点、資料２ですね、地域振興策と風評被害対策の資料です。これは市町

村長会議の過程でやはり処分場を造ることになるとその地域に風評被害が起きまして、その

地域をどうするんだと、このような御指摘がございました。そういう意味で、我々として今考え

ているということで、地域振興策について、風評被害の対策のために行う事業についてしっ

かりと支援していくような、予算上今確保しているということでございます。これは具体的な内

容は候補地が決まってから考えていくということになります。それから２ページ目３ページ目

はやはり風評被害の対策ということで、普及啓発が大切ということで、手元にパンフレットが８

種類お配りさせていただいていますが、こういったパンフレットを使ってお配りするとか、さらに

県内でも新聞広告ということで、確か今日も出させていただいたかと思いますけれども、県内

の指定廃棄物を処理するというために安全な方法で造らせていただきますということを分か

っていただくための広告等を実施しているということでございます。そういったことも引き続き

取り組んで参りたいというように考えているところでございます。雑駁ではございますが、私ど

もの方から説明は以上でございます。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。 



【鈴木座長】 

・  どうもありがとうございました。それでは、ただ今の環境省の説明に対しまして、各委員の

方々から質問等がございましたら挙手の上、お願いいたします。なお、発言の際は、マイクの

スイッチを押していただきますようお願いします。 

【菊地委員】 

・  自治医科大学の菊地でございます。総合評価の評価基準として４項目５段階で、最後の

保管状況については重み付けということで１/２という係数をかけているわけですけれども、今

回５県という、各県独自で指定廃棄物処分場を造るという状況なのですけれども、栃木県

の場合の発生量というのが他の４県とどのくらいの状況の差があるのか。私のデータでいうと

栃木県の場合は特に農業系の廃棄物が半分以上と多いと思うのです。そうすると先ほど保

管状況の重み付けというところの意味合いに、いわゆる上水道の公共事業に伴う発生量

が、公共性があるので１/２と、負担を分かち合うということで１/２という重み付けをつけたの

だと思うのですけれども、栃木県の場合はその量がかなり少なく、主に発生地としては農業

系のものが主体。そうすると廃棄物の処理というのは発生地処理というのが原則的に実施さ

れているわけで、この１/２というのが栃木県にはどうも県民の方に理解されるのか。これは５

県共通の総合評価ということなのですけれども、栃木県としての発生量そして発生の分布状

況ですか、これは少し議論した方がいいかなという気がしたのです。以上です。 

【環境省】 

・  まず他の県の状況から申しますと、５県というのが宮城県と栃木県、それから群馬県、茨

城県、千葉県、こちらを対象に作業を進めているところでございます。それで農業系の副産

物がいろいろと出ていますのは宮城県と栃木県という形になります。具体的には栃木県の場

合には５,０００トン余り、農業系副産物がございます。それから宮城県の場合には３,２００トン

のうちの２,２００トンが農業系副産物になります。他の県の群馬県・茨城県・千葉県につきま

しては焼却灰や下水汚泥等ですね、公共的な関与の元におかれているというもので占めら

れていると、こういうような状況でございます。 

それで重み付けの点でございますけれども、先ほども申しましたとおり、浄水発生土や下

水汚泥、焼却灰につきましては、ゴミの発生した場所なりですね、水なり、下水道処理の必

要な量、それで割り戻してそれぞれの負担の均等化というか、そういうことをやっているという

のが今までの選定でございます。それで農業系のものにつきましてはその場所でカウントして

いるということでございますけれども、その重み付けにつきましてはいろんな考え方がございま

して、先生御指摘のような御意見もあるかと思うのですけれども、かなり市町村長会議では

どうするべきかということにつきまして意見が様々にわかれたもので、そこで全体として１/２と

いうことで如何かということで、そういうことで確定させていただいたものでございますので、さ

らにこのこと自体はこのようにやらせていただいたということでございますけれども、こういう考

え方があるんじゃないかということがあればお聞きしたいとおもいますけれども、これまでの作

業としては合意された方法でやってきたということでございます。 

【環境省 補足】 

・  今の他県の状況について、補足いたします。今のところ選定手法が確定して選定作業をし

ているところについては宮城と千葉がございますけれども、宮城・千葉についてはこの保管量

について考慮するというような評価はしておりません。そういう状態でございます。それにつき



ましてもいずれにつきましても、それぞれの市町村長会議でお決めになられたと。それぞれ

議論があって、千葉なら千葉で保管量について評価対象とするかと議論していただいた上

で千葉の場合は評価基準にしないという結論が出たものでございます。 

【環境省 補足２】 

・  今の件について、若干修正させていただきたいと思います。千葉につきましては指定廃棄

物の保管状況を考慮するということにしております。整理して申し上げますと、環境省として５

県に共通するルールとして４つの評価項目については１：１：１：１で評価をするということで提

案をしておりまして、それぞれの県において市町村長会議を開催して意見を聞きながら、じ

ゃあ重み付けをどうするのかというような議論もございました。その中で栃木県につきまして

は考慮しない方が良いという意見もあれば考慮してほしいという意見もございまして、結果と

して１/２ということになっております。宮城県につきましては考慮すべきではないという意見

が大勢を占めまして、宮城県につきましては指定廃棄物の保管状況を評価しないということ

で、残り３項目で評価するという形で選定手法が決定されております。また、千葉県では同

様に重み付けをどうするのかという議論をした中でですね、１:１:１:１の均等な形で実施という

形で整理させております。残りの茨城県と群馬県につきましては、選定手法をまだ確定して

いないという状況でございます。 

【鈴木座長】 

・  よろしいでしょうか。他に質問等ございましたらよろしくお願いします。 

【柿井委員】 

・  宇都宮大学の柿井でございます。２，３点お伺いしたいと思いますけれども、まず評価の方

法でございますが、今回特別に放射能を含んでいるということで、安心ということに重点をお

かれて評価されていると思います。埋立地を考えると一般的には経済性だとか建設のため

のアクセスだとかを加味して考えるというのが一般的でございます。安全性を重視して実施

という御回答になるかと思いますが、今回提案の山際の場所は南から行っても北から行っ

ても狭い林道を経由しながらそこに行かなければならないというアクセス上の問題がありま

す。アクセスだとか建設上のことに対して、評価項目に入れなかった理由を第１点としてお

聞きしたいと思います。 

それから２点目につきましては２.８ヘクタールという値を出されました。その設計図を見ま

すと結局敷地の面積としてギリギリの値であって周辺の緑地だとかそういうところの面積は含

んでいないと理解しております。国有地・県有地について本当に３.０とか４.２とか、それしか

なかったのか、それとも２.８というものの数値を考えた上での国有地・県有地として提供でき

る面積がこれしか充てられないのか、そのことが疑問に思いました。 

それから評価の方法ですけれども、１次スクリーニングにおいては、例えば５段階評価でも

よかろうと思います。ところが２次、３次スクリーニングの際に５段階ということに対してはそれ

ぞれ境界領域に近いところのものが上に評価されるか下に評価されるか、ポイント･ポイント

で上か下かの点数の差が出てしまいます。それを考えると連続式とは申しませんけれども、

もう少し小さな刻みにしての評価というものもあってよかったのではないかと思われます。とり

あえずいくつかございますけれども、その３点について伺いたいと思います。 

【環境省】 

・  まずアクセス性を考慮しなかったのかという点でございますけれども、先ほど御指摘いただ



いたとおり、安全なり安心ということから私ども出発しております。そういったところで容易に処

分場に近づけるというのは後から確認するということにしました。これは詳細調査で確認する

ということにしました。やはりアクセス性などを考慮してですね、安全・安心ということをしっかり

評価しているのかという御懸念もあるかと思います。安全・安心から、除外すべきものを除外

して点数評価をしていくということでやってきたところでございます。そういう思想でございまし

た。 

それからいわゆる２.８ヘクタールということで、御指摘のとおり実際の埋立地とか仮設焼却

場等も確保すべき土地ということで確保しております。御指摘のことは例えばいわゆる林地

開発の際の残地林等のことだと思いますけれども、確保するべきじゃないか･それはどうなっ

ているのかというような御指摘だと思いますけれども、今３ヘクタールのなだらかな土地とし

て確保できるのがこれだということでございまして、その周辺の、傾斜地も含めれば残地林等

についても対応できるのかと、それは詳細調査でしっかり確認しなければならないところだと

思いますけれども、そういったことも考慮してですね、詳細調査候補地として選んだというわ

けでございます。 

それから５段階でなくてもっと刻めという御指摘がございました。いろいろな考え方があろう

かと思います。ただ私ども比較的分かりやすいというところも重要かと思いまして、ここはある

意味私どもとして５段階でやるということを提示させていただいたところでございますが、これ

につきましてはもっと細かくというような御意見があったということは記憶しておりません。各県

での評価でそれぞれ５段階ですけれども、評価項目として先ほどありましたように例えば指定

廃棄物の保管量をどうするかというような、項目数については少し議論がございましたけれど

も、大体共通的なもので、それぞれの刻みでということで大まかなコンセンサスがあるものと

思います。 

【柿井委員】 

・  確かに今回選定されたところが最終的に決定かというのはまだ未定のところでありますけ

れども、技術的には数値から考えて行くのに刻みを少し小さくすると評価が変わっていくの

か、実際幅の中でちょうど中間あたりに位置していれば変わることはありません。ギリギリのと

ころであれば上に入ったり下に入ったりするわけですから、そういうところの考慮があったのか

なというところを少し心配いたします。 

それから２.８について、普通我々が家などを建てたりする際に敷地面積がでてくるわけで

すから、傾斜がないところで３くらいあればいいかというのは素人から考えてもちょっと狭いん

じゃないか、もう少し余裕をもって、一般的には道を含んだ形での選定が適正ではないかと

いう感触がいたしました。 

【環境省】 

・  繰り返しになりますけれども、そこにつきましては周りの傾斜地も含めまして全体として確保

できるようにしていくと。それが可能かどうかということについてはしっかりと詳細調査しなくて

はいけないということだと思います。 

【柿井委員】 

・  実際の国有地や県有地はもっと持っていて、対応できるということでしょうか？ 

【環境省】 

・  外側も国有地でございました。御説明何度もいたしまして申し訳ございませんでした。 



【河邊委員】 

・  日本環境衛生ｾﾝﾀｰの河邊でございます。２点ほど教えていただきたいと思います。今回

指定廃棄物を埋立てるということと仮設焼却炉で農林系の副産物を焼却するという話がご

ざいますが、実際どの程度のものを埋立てをするのか、放射性物質の濃度が分かれば教え

ていただきたいということ。それから焼却施設につきましてもどの程度のものを焼却されるの

か、その２点を教えていただきたいと思います。 

【環境省】 

・  指定されている栃木県内の廃棄物について、濃度的に８,０００Bq/kg 超のものについて一

番多い領域というのが１万Bq/kg～５万Bq/kgの領域のものがほとんど、８割くらいを占めて

いるというような状況にございます。１万 Bq/kg 以下のものが大体８パーセントくらい、５万

Bq/kg～１０万 Bq/kgが１割くらいと、そんなような状況だと把握しております。 

【環境省 補足】 

・  焼却の対象になりますのは農業系の廃棄物、稲わら等でございますが、現在指定されて

いるものにつきましては全体としてだいたい５,０００トンくらい、その内８割くらいが先ほどと比

率的には一緒でございまして、約５,０００トンの農業系廃棄物の４,０００トンくらいが１万～３万

Bq/kg ということでございます。 

【環境省】 

・  焼却した場合に焼却の仕方、他のものと混焼させるとかですね、そういうことで濃度とかは

変わって参りますので、その濃度につきましてはまたどういうような燃やし方をして埋めるのか

ということを検討して調整していきたいと思います。 

【藤原委員】 

・  宇都宮大学の藤原です。４項目の評価方式についてですけれども、４項目、評価項目とし

て挙げられているのですけれども、本来このような点数を付ける時はですね、この４項目とい

うのはそれぞれ独立性というものが確保されていなければならないと思うのですよ。特に①

の生活空間との近接状況と、それから自然度というのはかなり相関性が高くて、例えば自然

度のところで１で市街地・造成地ということで５点がついた場合にはですね、これはオートマテ

ィカルに①の生活空間との近接状況というのは１点になってしまいますよね。こういうように

かなり相関性の高いものが評価項目に平行して置かれるというのは評価としてあまり相応しく

ないのではないかと私は思うのですが如何でしょうか。 

【環境省】 

・  御指摘のような相関があるのではないかということ、確かに都市地域であればそういった評

価が下されてしまうということで、相関性があるのではないかということになりますけれども、ち

ょっと経過からで申し訳ないのですけれども、今回選ばれた自然度についてはですね、大体

人工林ということで平均的にそうなっているということでございまして、御指摘のような懸念は

全体としてはあったかもしれませんが、結果としてこの段階では生活空間との近接状況につ

いてが効いてくるというようなことになっていると思います。 

【藤原委員】 

・  確かに結果を見たらすべてのところが自然度が３点ということになっていたので、大きな影

響はなかったと思うのですけれども、そういったところも今後ちょっと検討していただければと

思います。 



【環境省 補足】 

・  ただ今の御質問に対して、これまでの経緯も含めて補足説明をさせていただきたいと思い

ます。まずこの４つの評価項目を決める時の議論でございますけれども、これは我々環境省

で設置している指定廃棄物の有識者会議と各県での市町村長会議での意見とをですね、

キャッチボールをするような形で会議を開催しておりまして、有識者会議での議論が済んだ

ら市町村長会議にその検討状況を報告して御意見を伺って、それをまた有識者会議にこ

のような御意見が出ていますと返すという形でキャッチボールを進めてきたという経緯がござ

います。その中でこの評価項目につきましても自然について重視してほしいという意見がある

一方で、人が住んでいるようなところから遠い方がいいんじゃないかというような意見も出る

中でですね、そうした両方の意見があったものですから。そうした中で特に大きな声・議論等

ですね、また有識者会議の議論の中でも生活空間との距離、あと水源との距離、こうしたも

のは大事ではないかと。また自然についても確かにそうした意見が出ているとおり考慮すべ

きであると。また指定廃棄物の保管状況は先ほど御説明したとおり考慮すべきという意見

と、そうすべきではないという御意見と両方出ておりまして、指定廃棄物を持っていないとこ

ろに来るのは御理解いただけないのではないかという御意見もあったことから、これは当初の

案としては入れるという形で、では重みをどうするかという点について市町村長会議の意見も

踏まえながら決めたと。そういうようないろんなキャッチボールをしながら決めてきた経緯が

ございまして、確かに先生の指摘のとおり負の相関関係が生活空間との距離と自然度との

間にはあったりですね、そうしたものがございますが、両方とも重要な項目であるということで

両方の項目とも残すと、ただ先生の御指摘のとおり自然度が低いところは生活空間との近

接状況が高いような負の相関関係がございますので、どちらを重視するのかというところも踏

まえて市町村長会議で重み付けをどうするのかと。例えばうちの県では自然を優先してほし

いということであれば自然度の方の重み付けを高くするというようなオプションもあり得たわけ

ですが、そうしたところも含めた中で御議論いただいた中で今この４項目が残っているわけで

ありまして、指定廃棄物の保管状況以外の項目については均等な重み付けということで結

論としては出ているところでございます。 

【鈴木座長】 

・  よろしいでしょうか。今回の有識者会議でございますが、あくまでも市町村長会議におきま

して選定手法というものが決められたということでございまして、それを覆すということはこの

場所では馴染まないということで。ただ、経緯とかですね、そういったことの説明を伺うという

ことならよろしいと思いますが、選定手法を見直したらこれ大変なことになりますので、今回

は選定手法に基づいて行われたのかどうかということをこの会議でしっかりと議論いただくと

いうことでございます。よろしくお願いします。 

【西村委員】 

・  ２点ほど質問させてください。足利工業大学の西村です。水源についてなのですけれども、

水源の定義として水道用水、農業用水等が挙げられておりますが、地下水という、もう少し

広く考えた場合にですね、候補地あるいはその水利点、その全体を正確に調査するというの

はかなり大変なことだと思います。御存知かと思いますが、地下水の流れというのは様々な

地層の中を流れて行きます。速く流れる部分とゆっくりとした地下水の流れの部分がござい

ますが、現在のところ国の方では地下水位のシミュレーション、地下水の動向、そういったも



のの調査計画というのはどの程度お持ちなのかを聞きたいというのが１点です。 

もう１つは環境省が作られておられます処分施設の安全性のパンフレット、これを見ますと

ベントナイトの混合土を有益に使っていきたいということがわかりますが、ベントナイトはセシウ

ムを吸収するということですね。と同時に雨水等の水が施設内に、あるいは施設周辺に入り

込まないということ、遮水の目的もございます。このパンフレットを見る限りでは現在のところベ

ントナイトの混合土ということでベントナイト単体ではなくて二次的な土壌を使おうかということ

が謳われております。混合土の土にどのような物性のものを使うのか、あるいはこのベントナ

イト混合土のこのバリアの部分の設計指標あるいは仕様等がまだ具体的には分かっていな

いのかなと思います。もう一点はですね、コンクリートの上にベントナイトを置くとベントナイトの

遮水性を発揮するのは水を含むことによってかなりの膨張ですね。それによって水を遮水す

るという性能があります。と同時に水を含むと膨れ上がるのですね。すごく。膨張圧が出ま

す。その膨張圧を保持する構造になっているかというと、例えばその膨張圧が地表面に向

かうとそのカバーしている一般の土壌に亀裂が入ってくるのではないか。するとどんどん雨水

が入り込んでですね、逆に期待していた遮水性が失われるといった懸念があります。もう１点

はですね、地震が起きた時にベントナイトに地震動が与えられた時の学術的な見解というの

はまだ十分ではないのではないかと考えております。クラック等が入ると本来のベントナイトの

遮水性やそういった部分の性能評価、期待してきた性能評価が十分に得られないのではな

いかと。あるいは地震後の点検のあり方、これがもし今の段階で国の方で提案をお持ちであ

れば御説明いただきたいということで、地下水とベントナイトの話でした。 

【環境省】 

・  まず一番最初の御質問であります選定経緯の中で地下水をどのように考えられたのかと

いう点でございますけれども、どの地下水も例えば水道水源にして取水口にしているという場

合はカウントしておりますけれども、例えば一般の方が井戸を持っているとかそういうことにつ

いてはこれまでの選定経緯の中では捉えられていないということでございます。その他につい

ては今後詳細調査の中で見て行くことを予定しております。そういう意味で２つ目の御指摘、

地下水のシミュレーション、調査計画ということについては当然詳細調査の中で地下水につ

いても詳しく調査していくという予定にしておりますので、その中できちんとした計画を立てて

いきたいというように思っております。 

それから３点目のベントナイトの件についてですが、パンフレットについてはこの処分施設の

安全性というパンフレット御覧いただいているのかなと。皆さんこれをお開きになればと思い

ますが、これが処分場の断面図となっております。この処分場は最初、先ほど説明しました

とおり、この図でわかりますように、コンクリートの二重構造で造られるということで、そもそも中

のものが外に出る出ないと、そういう漏洩、あるいは仮に水が入ってきて、あるいはこの水を

含んでいたものが外に出て行くということについてもコンクリートで遮断を図るという構造にな

っているという上で、その蓋の部分も緑色の線とコンクリートの構造物の間に、上から降って

きた雨がコンクリートの構造物の中になるべく入らないようにさらに防護性を高めるという意味

でその間に、雨などの浸入防止というところにありますけれども、コンクリート・止水性のあるベ

ントナイト混合土、土等による遮断層の設置ということを今計画しているということでございま

す。ですからあくまで蓋の部分ということでございますけれども、今の御指摘、大変重要な御

指摘だと思いますので、当然この辺の指定廃棄物処分場の詳細設計、まだまだ先のことか



と思いますけれども、そういう際に是非参考にさせていただきたいと思います。 

【夏秋委員】 

・  宇都宮大学の夏秋でございます。３点ほど質問させていただきます。 

まず１つ目は、河邊委員の方からも御指摘があったのですけれども、農業用汚染物みたい

なもので、１万～５万 Bq/kgで、平均が大体３万 Bq/kgと。それで焼却･濃縮して１０倍にな

ると３万が３０万になってしまうと。今後何年間くらい、きちんと保管していかなければならな

いというのをどのように考えているのかということがまず１点。 

２つめが詳細調査、これから行っていくということなのですけれども、それに当たっての基準

のようなものはあるのかということ、やはり調査しましたよというのだけでは駄目で、例えばこう

いう項目で、こういう結果が出たら、やっぱりここの土地は駄目なんだ、というような何かそう

いう、項目ごとにこういうことが出たらここの土地はもう置けないというような基準があるのかと

いうこと。 

それから３点目はですね、今出てきた、こういう盛り土をした新たなものを造るとして、結構

大きなものになると思うので、そうすると地形が現在の地形と大分変わってしまうと思いま

す。そうするとそういう場合の地形の変化というものはどのように評価されるのかと。以上３点

教えていただければと思います。 

【環境省】 

・  ３点の御質問、ありがとうございます。まず１点目ですが、概ね焼却した場合に放射性物

質の濃度が１０倍くらいになるのではないかという御指摘、先ほど説明いたしました時にも、

燃やすに当たってはですね、焼却灰の方も放射性物質濃度が上がりすぎないようによく考

えて、例えば低いものとの混焼するようなものできちんとにコントロール、それについては実を

言いますと現在のところ環境省でも研究をしている最中でございますけれども、そういったこ

とによって濃度が上がらないように配慮したいと思っておりまして、特にこれまでの市町村長

会議の中でも知事の方からも御指摘ありましたけれども、必ず現状回復をしていくんだという

ような地元の強い御指摘があると私どもも受け止めておりますので、その辺の焼却灰の濃度

についてはコントロールしていきたいと思っております。それから２点目の、詳細調査の中で

基準があるのかという点でございますが、私ども今詳細調査の資料作っておりますけれど

も、その中で調査項目と調査項目の評価基準ですね、評価内容こういうものであると、こう

いうもので評価していくということをきちっと表に出すような形で詳細調査の設計書を作って

おります。それについてはいずれ是非説明できる機会をいただけるとありがたいと思っており

ます。 

それと３点目の、盛り土をした場合に地盤が変わると、ほとんどコンクリートの躯体物、いわ

ゆる建物のようなものを造るということで大幅に現況が変わるということになります。当然県の

方でお持ちの大規模開発要綱とかそういったものを十分考慮しながら工事については行っ

ていきたいと。例えば水の流れが変わっていくのではないかとか、雨が降った際に洪水が起

きるのではないかとか、そういうようなものについての配慮も十分していきたいと考えておりま

す。 

【堀委員】 

・  小山高専の堀と申します。いくつかお伺いしたい点があるのですけれども、今回の資料で２

５ページのところに候補地５の位置図があるのですけれども、候補地５箇所ありますので、そ



の他の候補地１～４についても位置図を提供してほしいということ。 

２つ目、それから前回の候補地の選定の時とは候補地がほとんど入れ替わったと思うので

すけれども、その辺の前回の候補地と今回の候補地、それぞれの位置関係がどういうような

形にあるのか、その辺を示してほしいというのがあります。 

それからですね、前回の選定の時に今回の候補地が入っているのではないかと、私資料

を見て思ったのですけれども、前回には別の候補地が選ばれておりまして、その比較の表の

中で今回の候補地が比較相手に選ばれていて、表中で相対的に劣るという項目が、つまり

比較した時に劣るといった項目がいくつかあったと思います。今回、候補地５が一番良いと

いうことで選ばれておりますので、その辺のデメリットを今回どのように考えているのかというこ

と、その辺の見解を教えていただきたいということ。 

あとこれは今後の調査によるのかもしれませんけども、候補地の５というのは比較的平らな

地形になっていますので、過去の歴史的にどのようなことがあって平らな地形になったのか

ということを、詳細調査にもよるのかと思いますが、調べていく必要があるのかなと思います。

以上です。 

【環境省】 

・  ２５ページに相当いたします今回の詳細調査候補地の位置図でございますけれども、他の

４箇所についても、ということでございますが、今回用意していなかったこと申し訳ないと思い

ます。早急に用意させていただきます。 

前回の候補地との関係でございますが、前回の候補地は今回の候補地に入っておりまし

て、２３ページを見ますと２番の大石久保、こちらがいわゆる前回の候補地となったところで

ございます。そもそも選定手法や全体の絞込みの仕方などですね、前回と変わっているとこ

ろでございますけれども、評価項目を住民に、最後の安心の部分で、生活空間や水源との

距離ということを重視しているというような、つまり生活空間や水源からより遠方にある候補

地ほど相対的に選定しやすくなっているということとか、あるいは評価の重み付けのなかで指

定廃棄物の保管量、重み付けを今回１/２にしていると、あるいは実は塩谷町については前

回の選定時には８,０００Bq/kg を超える廃棄物の存在が発見されていなかったが今回は発

見されていると。様々な事情があって今回の選定結果になっていると理解しているところで

ございます。これにつきましても今口頭で申し上げましたが非常に分かりにくいと思いますの

で分かりやすい資料を整理させていただきたいと思います。 

【環境省 補足】 

・  委員が仰った中に、前回の評価の際に、今回の候補地について相対的に劣るとされてい

た項目があったはずだと、今回の選定の中でどういう評価をしているのだという御質問があっ

たと思います。これについてもお答えさせていただきます。御案内のとおり、前回の候補地は

今回のものでも挙げられております。前回の資料で言うと、資料はないのですが、i-３というと

ころが今回の寺島入ということになるのですが、それについてもいくつか具体的に前回に候

補地とされた矢板に相対的に劣るとされていた部分もございまして、例えば沢沿いで地下水

位が浅いと推察されるとした項目につきましては、沢水につきまして今回前回と違うのは詳

細調査できちんと現地の情報をボーリング等をしてより詳細に調査をするというのが前回と

大きな違いでして、そういう意味ではボーリング等をしてきちんと情報を把握すれば候補とし

て除外しなくても必要な対策工を含めて対応は可能であるというところの関係で、前回は詳



細調査がなく最終的な候補地を決めるということの違いで、今回は詳細調査をすることによ

って対策工等によっても対応が可能ということで候補地から落とす必要はないのではないか

ということで対応は可能と判断させていただきました。あるいは国有林地内ということであると

いうことも前回指摘があったのでありますが、今回は詳細調査を行う中で森林法に基づく必

要な手続きを行って必要最小限の樹木の伐採ということで現地をより詳細に把握することに

よって対応可能ではないかということで相対的に劣後するというところまでにはないということ

が前回との違いでございます。 

【環境省 補足２】 

・  もう１点御指摘がありました、平らな地形に対しての御指摘、大変重要な、これは施設が

長期間にわたって今後施設があり続けるということを念頭に置くと、その土地がどうやって出

来たのかということを調べておいた方がよいという御指摘でありますが、詳細調査の際に地

盤・地質など調査することになっておりますので、その地域が安定していられる地域なのかと

いうことが御趣旨だと思いますが、その趣旨を含めて地盤・地質調査をやっていきたいと思

います。 

【鈴木座長】 

・  そろそろ時間のことも考えなくてはいけないかなと思いますけれども、上杉委員の方から１

つ何かありますでしょうか。 

【上杉委員】 

・  先ほどの先生方の質問とかなり重複する部分がございますので、結構でございます。 

【鈴木座長】 

・  そうですか。私としましては焼却炉等の安全性、飛散があるかないか、かなり説明があるか

と思うのですけれども、より一般の方々、地域住民の方々が理解しやすいような、場合によ

ってはビデオを使うとか、そういう設備を使うことによって飛散を避けてますよと、そういうよう

な分かりやすい資料がございましたら今後用意していただけると嬉しいかなと思います。コメ

ント的でございますが。 

【環境省】 

・  申し訳ございません。説明・資料につきまして分かりにくいという御指摘・あるいは説明の仕

方が分かりにくいということだと思います。今日御指摘・質問のありました御関心事等も参考

にさせていただきながら、もう少ししっかりとした資料等を整理していきたいと思っております。

そして皆様方あるいは地域の方々に説明できるようにしたいと思います。 

【鈴木座長】 

・  ありがとうございました。資料の方、追加等もございますけれども、よろしくお願いいたしま

す。それでは時間の関係もございますので、そろそろ質疑を終了させていただきたいと存じま

すが、よろしゅうございますでしょうか。 

環境省の方々には誠意をもって対応いただいたと思います。これから質問に対しての資

料集めとか、また、新たな質問に対する回答につきましても、ひとつよろしくお願い申し上げ

ます。それでは３の議事については以上で終了いたしまして、その他の項目として委員の

方々から何かございますでしょうか。 

それでは栃木県、及び環境省から何かありましたらお願いしたいと思いますが、如何でご

ざいましょうか。 



【知事】 

・  長時間にわたり、熱心に御議論いただきましたこと、感謝申し上げたいと思います。 

本日は、国から、詳細調査候補地の選定経過等について説明を受けたところでございま

すけれども、皆さんに、座長から話をいただきましたように、専門的な見地から判断するに至

ってはまだまだ資料不足の点もあるということでございますので、改めて環境省には対応を

お願いしたいと思います。 

県といたしましては、何度も申し上げているように、指定廃棄物の一時保管の状況を考え

ますと、１日も早く適正かつ安全に処分することが必要であると痛感しております。一方で、

検証はしっかり行っていく必要があると考えております。委員の皆様方には、この後、疑問、

あるいは不明な点、資料等目を通していただきまして、ございましたら、県に是非意見をお

願いしたいと思います。国へつなぎまして、回答を得ていきたいと考えておりますので、御協

力をお願いします。 

なお、詳細調査候補地の提示から１週間の間に、県の所管課に問合せのあった中には、

「福島県の廃棄物を持ち込むのか」又は「原子力施設からの廃棄物を持ち込むな」といった

誤解に基づくものも少なからずあったようでございます。御承知のとおり、指定廃棄物につき

ましては、私たちの日常生活から排出された廃棄物でありますことや、既に県内各地約１７

０箇所に分散保管されているということを説明いたしますと、これらの方々の大半が県内１箇

所で安全に処分することもやむを得ないのかなと理解を示してくれる方もあったようです。 

指定廃棄物処分場の設置について、最も重要なのは、地元の方々の理解を得て進めて

いくことであり、各委員の皆様からも御指摘のあったわけですけれども、国には、県民の方、

あるいは地元の方々に向けました、より分かりやすい資料を作成した上で、丁寧な説明を行

うよう最大限の努力を改めてお願いしたいと思います。 

お世話になりました。ありがとうございました。 

【環境省】 

・  本日はこのような説明の場・機会を与えてくれましたこと、ありがとうございます。ただ座長

からも知事からも御指摘がございましたように、県民の皆様方に分かりやすい説明ということ

についてはまだまだ足りないといったような御指摘だったかと思います。私どもにとって、重く

受け止めたいと思います。資料の作り直し、あるいは追加的なものも含めまして今日いただ

きました御意見を踏まえまして、あるいは十分お答えできなかった部分もあると思いますの

で、そういうこともしっかりと御説明できるように用意して、早急にまたお話していきたいと考え

ております。いずれにいたしましても、知事からも御指摘ありましたように、県民の理解をとい

うことが一番重要なことだと思います。今日の御議論を踏まえまして、私どもしっかりとした説

明を改めてしていきたいと思いますので、至らない点等ありましたらまた御指導いただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。 

【鈴木座長】 

・  どうもありがとうございました。分かりやすい資料、御準備いただければ幸いでございます。

それでは他にございませんようでしたら、本日予定させていただきました議事はすべて終了

とさせていただきます。よろしいでしょうか。それでは以降の進行は事務局にお返しいたしま

す。 

以上 


